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同
計
画
案
の
紹
介
動
画
を
配
信

し
ま
す
。
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

 

企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
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儿
８
５
０
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住
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不
要
・
市
役
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本
庁
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市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の

方
、
市
内
に
事
務
所
や
事
業
所
を

有
す
る
法
人
ま
た
は
そ
の
他
の
団

体■
公
開
場
所
等
問
合
先
窓
口
、
市

役
所
第
二
庁
舎
１
階
受
付
、
情
報

公
開
コ
ー
ナ
ー
（
同
６
階
）
、
主

な
市
内
公
共
施
設
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ

 

検
討
結
果
と
意
見
内
容
を
公
表

し
ま
す
。
意
見
へ
の
個
別
の
回
答

は
行
い
ま
せ
ん

■
提
出
方
法
募
集
期
間
内
に
、
住

所
・
氏
名
・
意
見
を
明
記
し
、
直

接
、
郵
送
（
必
着
）
、
フ
ァ
ク
ス

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
各

問
合
先
へ

他問

FAX

対他

 　

令
和
６
年
度
に
市
立
公
園
に
民

間
活
力
を
導
入
す
る
に
当
た
り
、

事
業
者
募
集
要
綱
等
の
作
成
支
援

を
行
う
事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
方
法
等
、
詳
細
は
実
施
要
領

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
応
募
受
付
期
間
２
月　

日
１０

（
木
）
～　

日
（
木
）

２４

■
選
考
方
法
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ

ル
方
式

■
実
施
要
領
配
布
受
付
期
間
内

に
、
環
境
政
策
課
（
市
役
所
第
二

庁
舎
４
階
）
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

環
境
政
策
課
緑
と
公
園
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
６
０
）

０４２

３８７

 
■
募
集
内
容
①
ポ
イ
ン
ト
方
式
に

よ
る
募
集
（
家
族
向
け
の
み
）
②

単
身
者
向
け
・
車
い
す
使
用
者
向

け
・
シ
ル
バ
ー
ピ
ア

■
申
込
書
配
布
期
間
２
月
１
日

市
立
公
園
民
間
活
力
導
入
支
援

委
託
事
業
者
の
募
集

問都
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

（
火
）
～
９
日
（
水
）

■
申
込
書
配
布
場
所
等
ま
ち
づ
く

り
推
進
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５

階
）
、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
、
管
財
課
（
市
役
所
本
庁
舎
１

階
）、
施
設
管
理
室
（
同
１
階
、
夜

間
・
休
日
の
み
）
、
東
京
都
住
宅

供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp

s://w
w
w
.to
-ko
u
sya.o

r.jp
/

）

 

募
集
内
容
、
申
込
資
格
等
詳
し

く
は
、
「
都
営
住
宅
入
居
者
募
集

の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い

■
申
込
受
付
①
２
月　

日
午
後
６

１６

時
（
必
着
）
ま
で
に
、
郵
送
で
Ｊ

Ｋ
Ｋ
東
京
都
営
住
宅
募
集
セ
ン
タ

他

ー
へ
②
２
月　

日
（
必
着
）
ま
で

１６

に
、
郵
送
で
渋
谷
郵
便
局
へ

 

同
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
５
７
０
儿

　

儿　

＝
２
月
１
日
～　

日
☎　

０１０

８１０

１６

０３

儿
３
４
９
８
儿
８
８
９
４
）
、
市

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
６
１
）

０４２

３８７

 　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指

定
手
続
等
に
関
す
る
条
例
に
基
づ

き
、
次
の
指
定
管
理
者
に
決
定
し

ま
し
た
。

■
指
定
管
理
者
株
式
会
社
タ
ウ
ン

問東
小
金
井
事
業
創
造
セ
ン
タ

ー
の
指
定
管
理
者
が
決
定

キ
ッ
チ
ン

■
指
定
期
間
４
月
１
日
～
令
和
９

年
３
月　

日
３１

 

経
済
課
産
業
振
興
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
１
）

３８７
 　

公
募
委
員
選
考
基
準
等
に
よ

り
、
次
の
公
募
市
民
の
方
々
を
委

員
に
選
任
し
ま
し
た
。

▽
降
旗
優
次
さ
ん
、
牧
野
ま
や
さ

ん
 

企
画
政
策
課
男
女
共
同
参
画
室

（
☎　

儿　

儿
９
８
５
３
）

０４２

３８７

問男
女
平
等
推
進
審
議
会
委
員

選
任
結
果

問

 　

学
校
給
食
の
指
針
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
見
守
り
支
援
す
る
た

め
、
同
委
員
会
を
設
置
し
て
い
ま

す
。

 

４
人
（
選
考
）

 

市
内
在
住
・
在
勤
で
、
令
和
４

年
４
月
１
日
現
在　

歳
以
上
の
方

１８

■
任
期
委
嘱
日
～
令
和
５
年
３
月

　

日
３１■

申
込
書
配
布
場
所
等
２
月
１
日

か
ら
、学
務
課
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

▽
市
が
設
置
す
る
附
属
機
関
等

の
委
員
は
、
原
則
２
つ
ま
で
▽
小

論
文
は
返
却
し
ま
す
▽
選
考
基

準
・
方
法
、
開
催
回
数
等
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

 

２
月　

日
（
必
着
）
ま
で
に
、

１６

郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
直
接
、

申
込
書
と
小
論
文
（　

字
以
内
・

８００

課
題
＝
「
学
校
給
食
の
質
の
維
持

向
上
に
つ
い
て
」
を
学
務
課
保
健

給
食
係
（
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儿
８
５
０
４
住
所

１８４

小
金
井
み
ん
な
の
給
食
委
員
会

委
員
募
集

定対他申

不
要
・
市
役
所
第
二
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７
階
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【
市
立
保
育
園
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
案
）】

■
公
開
・
募
集
期
間
２
月　

日
２５

（
金
）
ま
で

■
検
討
結
果
の
公
表
３
月（
予
定
）

 

保
育
課
保
育
係
（
〒　

儿
８
５

１８４

０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
第
二
庁

舎
３
階
☎　

儿　

儿
９
８
４
６ 

０４２

３８７

　

儿　

儿
２
６
０
９
）

０４２

３８６

【
市
立
図
書
館
基
本
計
画
（
案
）】

■
公
開
・
募
集
期
間
２
月
３
日

（
木
）
～
３
月
２
日
（
水
）

■
検
討
結
果
の
公
表
３
月（
予
定
）

 

同
計
画
案
の
説
明
会
を
開
催
し

ま
す（
要
事
前
申
込
）。
詳
細
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

 

図
書
館
本
館
（
〒　

儿
０
０
０

１８４

４
本
町
１
儿
１
儿　
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儿
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０４２
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１
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儿
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０４２
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８
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【
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画

（
案
）
】

■
公
開
・
募
集
期
間
２
月　

日
１０

（
木
）
～
３
月
９
日
（
水
）

■
検
討
結
果
の
公
表
３
月（
予
定
）

FAX

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集

問

FAX

他問

FAX

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

■
開
設
時
間
午
前
９
時
～
午
後
１

時■
開
設
窓
口
市
民
課
、
保
険
年
金

課
国
民
健
康
保
険
係
、
子
育
て
支

援
課
手
当
助
成
係
（
６
日
の

み
）
、
納
税
課
（
６
日
の
み
）

※
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い
業
務

（
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
・
国
民

年
金
事
務
・
市
税
証
明
書
交
付
事

務
ほ
か
）
も
あ
り
ま
す
。
個
人
番

号
カ
ー
ド
に
係
る
業
務
は　

日
の

２０

ご
利
用
く
だ
さ
い

２
月
の
休
日
窓
口

み
取
り
扱
い
で
き
ま
せ
ん

 

企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
２
６
）
、
土
曜
・

０４２

３８７

日
曜
・
祝
日
は
市
役
所
代
表
（
☎

　

儿　

儿
１
１
１
１
）

０４２

３８３

問○は休日窓口開設日2月

○
○
○
○

土金木水火月日
54321

1211109876

19181716151413

26252423222120

2827

　期限を過ぎると、いかなる理由でも使用・換金することは
できませんのでご注意ください。
■使用期限２月１３日（日）
 事業者の換金期限は２月２８日（月）まで
 経済課産業振興係（☎０４２−３８７−９８３１）
他
問

まもなくこがねい地域応援券の
使用・換金期間が終了

問合先内　容ところと　き名　称

土地開発公社事務局
（☎０４２−３８７−９８５１）

令和４年度土地開発公社事
業計画について　ほか

市役所本庁舎３
階第一会議室

２月３日（木）
１４：００〜土地開発公社評議員会

児童青少年課児童青少
年係
（☎０４２−３８７−９８４７）

専門委員会の開催について市役所本庁舎３
階第一会議室

２月４日（金）
１０：００〜青少年問題協議会

自立生活支援課障害福
祉係
（☎０４２−３８７−９８４８）

専門部会の開催について
市役所第二庁舎
８階８０１会議室
ほか

２月９日（水）
１７：００〜地域自立支援協議会

総務課情報公開係
（☎０４２−３８７−９９２６）

個人情報保有等届け出の報
告、諮問について

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

２月１０日（木）
１８：００〜

情報公開・個人情報保護
審議会

企画政策課企画政策係
（☎０４２−３８７−９８００）

市民参加条例の運用状況等
について

市役所本庁舎３
階第一会議室

２月１０日（木）
１８：３０〜市民参加推進会議

環境政策課環境係
（☎０４２−３８７−９８１７）

地下水および湧水の保全・
利用について　ほか

市役所西庁舎２
階第五会議室

２月１４日（月）
１０：００〜地下水保全会議

生涯学習課文化財係
（☎０４２−３８７−９８７９）市史編さん事業について市役所第二庁舎

８階８０１会議室
２月１４日（月）
１４：００〜市史編さん委員会

ごみ対策課減量推進係
（☎０４２−３８７−９８３５）

一般廃棄物処理計画の策定
等について　ほか

中間処理場事務
所棟研修室１

２月１５日（火）
１５：００〜廃棄物減量等推進審議会

企画政策課男女共同参
画室
（☎０４２−３８７−９８５３）

男女共同参画施策の推進に
ついて

市役所西庁舎２
階第五会議室

２月１６日（水）
１８：００〜男女平等推進審議会

※感染症拡大防止のため、傍聴については事前にお問い合わせください

◆◆各種審議会等の開催日程◆◆

in
fo
rm
a
tio
n

お
知
ら
せ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


